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 ４ 環境農林委員会における柳下礼子県議の質疑 

2016 年６月 20 日 

◆付託議案に対する質疑（農林部関係） 

 

Ｑ．柳下委員 

１ 埼玉県産地パワーアップ事業の支援対象者、

採択要件、助成内容はどのようになっている

のか。 

２ 地域農業再生協議会のこれまでの活動と今

後の見通しについて伺う。 

３ ＴＰＰは、国会では決まっていないが、産

地パワーアップ事業がなくなってしまうこと

はないのか。 

 

 

Ａ．生産振興課長 

１ 対象者は、地域再生協議会が作成する「産

地パワーアップ計画」に位置付けられた農業

者や農業団体等である。 

要件はいくつかある。事業の成果目標とし

て産地全体で生産コスト、集出荷コストの１

０％以上の削減又は販売額の１０％以上の増

加等を位置付けること、その後、成果目標に

ついて産地全体での検証を行うことが定めら

れている。また、品目ごとに定められた面積

要件を満たすことが必要で、水稲５０ヘクタ

ール、麦３０ヘクタール、大豆２０ヘクター

ル、茶・果樹、露地野菜１０ヘクタール、露

地野菜の都市的地域は２ヘクタール、施設野

菜５ヘクタール、施設野菜の都市的地域は０．

５ヘクタールとなっているが、北海道におい

ては、面積要件が異なっている。また、中山

間地域は、要件が緩和されている。 

助成内容については、穀類乾燥施設、集出

荷施設、先進的な機械、例えばＧＰＳを活用

した播種機、低コストハウスなどが対象とな

っている。 

２ 地域農業再生協議会は、おおよそ市町村ご

とにあり、産地パワーアップ計画を作成する

ことになっている。生産調整等の水田協議会、

担い手協議会、遊休農地対策協議会が合併し

たもので、生産調整、担い手、遊休農地につ

いての活動を行ってきており、これからもそ

のような役割を果たしていく。 

３ 国が示しているＴＰＰ対策を積極的に活用

して、農村地域の活力を保っていきたい。 

 

 

Ｑ．柳下委員 

まだ国会で決まってはいないが、私はＴＰＰ

については、反対である。しかし、どのような

状況であろうと産地をしっかりとパワーアップ

させて守っていく必要がある。５戸以上の農家

が参加する１ヘクタール以上の面積で、事業の

実施が可能であるとか、中山間地域や埼玉ブラ

ンドのお茶での利用であるとかも含めて、産地

パワーアップ事業が役に立つのかをしっかりと

答えてほしい。大規模なところだけでなく、小

さい家族経営の農家などもいくつかまとまって、

地域農業再生協議会に申請すれば、採択が可能

であるのか。 

 

 

Ａ．生産振興課長 

５戸以上という制限はない。団体を作らなく

ても、個人の農家が集まって、それぞれが頑張

る計画を立てて、産地パワーアップ計画に位置

付けられれば、採択は可能である。この事業を

活用して、埼玉農業の活力を上げ、農業者をし

っかり支援していきたい。 

 

 

 

 


